
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全  国 大阪地裁   
年 事件既済数 保護命令数 事件既済数 保護命令数 

Ｈ１８ ２７６９ ２２０８ ２８４ ２４８ 

Ｈ１９ ２７５７ ２１８６ ３１９ ２７８ 

Ｈ２０ ３１４３ ２５２４ ３０６ ２５６ 

Ｈ２１ ３０８７ ２４１１ ２６２ ２１１ 

Ｈ２２ ３１１４ ２４３４ ３１１ ２６０ 

比率 100％ 100％ 10.0％ 10.7％ 

「「「「「「「「大大大大大大大大阪阪阪阪阪阪阪阪府府府府府府府府配配配配配配配配偶偶偶偶偶偶偶偶者者者者者者者者かかかかかかかかららららららららのののののののの暴暴暴暴暴暴暴暴力力力力力力力力のののののののの防防防防防防防防止止止止止止止止及及及及及及及及びびびびびびびび被被被被被被被被害害害害害害害害者者者者者者者者のののののののの保保保保保保保保護護護護護護護護にににににににに関関関関関関関関すすすすすすすするるるるるるるる基基基基基基基基本本本本本本本本計計計計計計計計画画画画画画画画（（（（（（（（22222222000000001111111122222222--------22222222000000001111111166666666））））））））」」」」」」」」のののののののの概概概概概概概概要要要要要要要要        

H12 年 ９月  大阪府「女性に対する暴力」対策会議を設置（構成９課５所⇒現在は 13 課６所） 

Ｈ13 年 ４月 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止法)」成立 

H14 年 ４月  配偶者暴力相談支援センター(支援センター)機能を９施設に整備 

         ⇒（現在）女性相談センター、子ども家庭センター(６箇所))の７箇所 

Ｈ16 年 12 月  改正「配偶者暴力防止法」施行、国基本方針の策定 

H17 年 11 月  ｢大阪府配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画｣策定 

H20 年 1 月  改正「配偶者暴力防止法」施行（市町村の役割の強化、保護命令制度の拡充等） 

Ｈ21 年 5 月 ｢大阪府配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画｣改定 

Ｈ24 年 3 月 「大阪府配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画｣改定 

相談相談相談相談のののの状況状況状況状況    

一時保護一時保護一時保護一時保護のののの状況状況状況状況    保護命令保護命令保護命令保護命令のののの状況状況状況状況    

①配偶者暴力相談支援センター ②警察 

◇◇◇◇配偶者暴力防止法配偶者暴力防止法配偶者暴力防止法配偶者暴力防止法のののの成立成立成立成立からからからから１０１０１０１０年年年年がががが経過経過経過経過するなかでするなかでするなかでするなかで、、、、配偶者暴力配偶者暴力配偶者暴力配偶者暴力はははは徐徐徐徐々々々々にににに顕在化顕在化顕在化顕在化しししし、、、、相談件数相談件数相談件数相談件数はははは増加増加増加増加のののの一一一一

途途途途をををを辿辿辿辿っているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、大阪大阪大阪大阪はははは、、、、保護命令件数保護命令件数保護命令件数保護命令件数がががが全国全国全国全国でででで最最最最もももも多多多多くくくく、、、、全国全国全国全国のののの１１１１割割割割をををを占占占占めているめているめているめている。。。。    

◇◇◇◇配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力がががが子子子子どもにどもにどもにどもに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響はははは重大重大重大重大でありでありでありであり、、、、被害者被害者被害者被害者のののの子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの配慮配慮配慮配慮がががが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。    

◇◇◇◇このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、    

・・・・府府府府とととと市町村市町村市町村市町村がががが相互相互相互相互にににに連携連携連携連携しししし施策施策施策施策をををを推進推進推進推進するするするする。。。。    

・・・・配偶者暴力防止配偶者暴力防止配偶者暴力防止配偶者暴力防止にににに関関関関するするするする更更更更なるなるなるなる意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発にににに努努努努めるめるめるめる。。。。    

・・・・被害者被害者被害者被害者のののの保護及保護及保護及保護及びびびび自立支援自立支援自立支援自立支援のののの更更更更なるなるなるなる充実充実充実充実にににに努努努努めるめるめるめる。。。。    

・・・・    

改定改定改定改定にににに当当当当たってのたってのたってのたっての基本的基本的基本的基本的認識認識認識認識    

改定改定改定改定ののののポイントポイントポイントポイント    

    
府府府府とととと市町村市町村市町村市町村のののの役割分担役割分担役割分担役割分担のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを明明明明らかにするとともにらかにするとともにらかにするとともにらかにするとともに、、、、    

被害者被害者被害者被害者のののの子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの支援支援支援支援、、、、若年層若年層若年層若年層やややや男性男性男性男性へのへのへのへの対応対応対応対応のののの視点視点視点視点をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んでんでんでんで改定改定改定改定    
 

 ○○○○意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発のののの充実充実充実充実    

  ・地域において配偶者暴力を発見しやすい立場にある医療・福祉・教育関係者への周知啓発の取組を 

強化する。 
 

○○○○身近身近身近身近なななな相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実    

・市町村における配偶者暴力相談支援センターの設置を促進する。 

・男性被害者の支援及び加害者への対応の観点から、男性相談のあり方を検討する。 
 

○○○○一時保護一時保護一時保護一時保護からからからから自立自立自立自立にににに至至至至るるるる継続的継続的継続的継続的なななな支援支援支援支援のののの推進推進推進推進    

    ・・・・市町村に対する専門的支援を行うとともに、市町村の福祉部門と連携した自立支援を実施する。 

・被害者に同伴する子どもへの支援に向けて、児童相談所（子ども家庭センター）等関係機関と緊密 

な連携を図る。 

 

計画期間計画期間計画期間計画期間：：：：平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度までのまでのまでのまでの５５５５年年年年間間間間    

府府府府のののの取組取組取組取組みのみのみのみの経過経過経過経過    

府府府府におけるにおけるにおけるにおける配偶者暴力配偶者暴力配偶者暴力配偶者暴力のののの現状現状現状現状    

    

            

    

１１１１．．．．配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力をををを許許許許さないさないさないさない府民意識府民意識府民意識府民意識のののの醸成醸成醸成醸成    施
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２２２２．．．．安心安心安心安心してしてしてして相談相談相談相談できるできるできるできる体制体制体制体制のののの充実充実充実充実    

３３３３．．．．緊急緊急緊急緊急かつかつかつかつ安全安全安全安全なななな保護保護保護保護のののの実施実施実施実施    

４４４４．．．．自立自立自立自立へのへのへのへの支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

５５５５．．．．関係機関関係機関関係機関関係機関、、、、団体等団体等団体等団体等とのとのとのとの連携連携連携連携のののの促進促進促進促進等等等等    

配偶者からの暴力の防止関する啓発（府民への啓発、医療・保健関係者、福祉・教育関係者への周知等） 

府支援センター・警察／市町村における相談体制、被害者の状況に配慮した相談機能の充実 

一時保護に係る体制充実、保護命令への対応 

継続的な自立支援の実施（生活に関する支援、子どもとともに生活する被害者への支援、関係機関の連携強化等） 

関係機関による連携体制の強化、市町村基本計画の策定と市町村支援、民間団体との連携等 

資料７ 


